
一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月３１日 

                    上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市規則第３９号 

一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 一般職の職員の給与に関する規則（昭和４６年上越市規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

第１５条の８第１項第１号中「１００分の１２１．５」を「６月に支給する場合には 

１００分の１２１．５」に改め、「以下）」の次に「、１２月に支給する場合には１００

分の１２６．５以上１００分の２１５以下（特定幹部職員にあっては、１００分の   

１５０．５以上１００分の２５５以下）」を加え、同項第２号中「１００分の１１０」を

「６月に支給する場合には１００分の１１０」に改め、「未満）」の次に「、１２月に支

給する場合には１００分の１１５以上１００分の１２６．５未満（特定幹部職員にあって

は、１００分の１３６以上１００分の１５０．５未満）」を加え、同項第３号中「１００

分の１０２．５」を「６月に支給する場合には１００分の１０２．５」に改め、「１００

分の１２２．５）」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５（特定幹

部職員にあっては、１００分の１２７．５）」を加え、同項第４号中「１００分の９０」

を「６月に支給する場合には１００分の９０」に改め、「以下）」の次に「、１２月に支

給する場合には１００分の９５以下（特定幹部職員にあっては、１００分の１１４以下）」

を加える。 

第１５条の９第１項第１号中「１００分の５１．５」を「６月に支給する場合には  

１００分の５１．５」に改め、「以上）」の次に「、１２月に支給する場合には１００分

の５４以上（特定幹部職員にあっては、１００分の６４以上）」を加え、同項第２号中

「１００分の５０」を「６月に支給する場合には１００分の５０」に改め、「１００分の

６０）」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の５２．５（特定幹部職員にあっ

ては、１００分の６２．５）」を加え、同項第３号中「１００分の４６」を「６月に支給

する場合には１００分の４６」に改め、「以下）」の次に「、１２月に支給する場合には

１００分の４８．５以下（特定幹部職員にあっては、１００分の５８．５以下）」を加え

る。 

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第４条の２関係） 



職員の区分 

期間の区分 
医 師 歯科医師 

 円 円 

１年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

１年以上２年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

２年以上３年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

３年以上４年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

４年以上５年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

５年以上６年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

６年以上７年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

７年以上８年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

８年以上９年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

９年以上１０年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

１０年以上１１年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

１１年以上１２年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

１２年以上１３年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

１３年以上１４年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

１４年以上１５年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

１５年以上１６年未満 ４１６，６００ ３１０，０００ 

１６年以上１７年未満 ４１２，２００ ３０６，７００ 

１７年以上１８年未満 ４０７，８００ ３０３，４００ 

１８年以上１９年未満 ４０３，４００ ３００，１００ 

１９年以上２０年未満 ３９９，０００ ２９６，８００ 

２０年以上２１年未満 ３９４，６００ ２９３，５００ 

２１年以上２２年未満 ３７８，６００ ２８１，５００ 

２２年以上２３年未満 ３６０，１００ ２６８，０００ 

２３年以上２４年未満 ３４１，１００ ２５４，５００ 

２４年以上２５年未満 ３２２，１００ ２４１，０００ 

２５年以上２６年未満 ３０２，６００ ２２７，５００ 

２６年以上２７年未満 ２８１，６００ ２１０，５００ 

２７年以上２８年未満 ２６０，６００ １９３，５００ 

２８年以上２９年未満 ２３９，６００ １７６，５００ 

２９年以上３０年未満 ２１７，６００ １５９，５００ 

３０年以上３１年未満 １９５，６００ １４２，０００ 

３１年以上３２年未満 １７３，６００ １２４，５００ 



３２年以上３３年未満 １５０，６００ １０７，０００ 

３３年以上３４年未満 １２７，６００ ８７，０００ 

３４年以上３５年未満 １０４，６００ ６７，０００ 

第２条 一般職の職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。 

第１条の２第１号中「配偶者」を「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にあるものを含む。以下同じ。）」に改める。 

第１条の３中「第１０条第３項」を「第４条第６項第２号」に改める。 

第２条を次のように改める。 

（扶養親族の届出） 

第２条 新たに条例第１０条第１項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別に定め

る扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者（その委任を受けた者を含む。以下同

じ。）に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の

恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同

様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場

合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。 

第３条第１項中「前条」を「前条第１項」に改め、同項に後段として次のように加える。 

同条第２項に規定する場合においても、同様とする。 

第３条の３を第３条の４とし、第３条の２を第３条の３とし、第３条の次に次の１条を

加える。 

（扶養手当支給の始期及び終期） 

第３条の２ 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第１０条第１項の職員たる要件を具備

するに至った日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）

から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日（市長が定める場合にあって

は、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日）の属する月（その日が月の

初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支

給の開始については、第２条第１項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日か

ら１５日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その

日が月の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 

２ 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が

生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から

その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場



合について準用する。 

第５条第１項中「第１２条の３第１項」を「第１１条第１項」に改め、「、新潟市」を

削り、同条第２項中「第１２条の３第２項」を「第１１条第２項」に改め、「新潟市及び」

を削り、「１００分の３」を「１００分の４」に改め、同条第３項中「第１２条の３第２

項」を「第１１条第２項」に改める。 

第６条中「第１２条の４第１項第１号」を「第１２条第１項第１号」に改め、同条第２

号中「条例第１０条に規定する扶養親族で条例第１１条の規定による届出がされている者

に限る。」を「職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けている

もの及び条例第１０条に規定する扶養親族をいう。」に改め、「（婚姻の届出をしていな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を削り、同条第３号中

「法第２２条の４又は」を削る。 

第６条の２中「第１２条の４第１項第２号」を「第１２条第１項第２号」に改める。 

第６条の３中「第１２条の４第１項第２号」を「第１２条第１項第２号」に改め、「公

署の移転（」の次に「新たに給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、」

を加え、「、当該復帰」を「当該復帰」に改める。 

第６条の４第１項中「第１２条の４第１項」を「第１２条第１項」に改め、「（その委

任を受けた者を含む。以下同じ。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場

合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。 

第６条の５中「第１２条の４第１項」を「第１２条第１項」に改め、同条に後段として

次のように加える。 

前条第３項に規定する場合においても、同様とする。 

第６条の７第１項中「第１２条の４第１項」を「第１２条第１項」に改め、「欠くに至

った日」の次に「（市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で

市長が定める日）」を加える。 

第６条の８中「第１２条の４第１項」を「第１２条第１項」に改める。 

第１０条の２第２項中「第１７条第３項第１号」を「第１７条第３項」に改める。 

第１４条に次の２号を加える。 

⑺ 法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業（以下「自己啓発等休業」とい

う。）をしている職員 

⑻ 法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業（以下「配偶者同行休業」とい

う。）をしている職員 



第１４条の９第２項中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、

第２号の次に次の２号を加える 

⑶ 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その２分の１の期 

 間 

⑷ 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その２分の１の期 

 間 

第１５条第２号中「及び第４号」を「、第４号、第７号及び第８号」に改める。 

第１５条の５第２項中第１１号を第１３号とし、第３号から第１０号までを２号ずつ繰

り下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

⑶ 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間 

⑷ 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間 

第１５条の８第１項第１号中「６月に支給する場合には１００分の１２１．５以上  

１００分の２０５」を「１００分の１２４以上１００分の３１５」に、「１００分の  

１４５．５以上１００分の２４５以下）、１２月に支給する場合には１００分の    

１２６．５以上１００分の２１５以下（特定幹部職員にあっては、１００分の１５０．５

以上１００分の２５５」を「１００分の１４８以上１００分の３７５」に改め、同項第２

号中「６月に支給する場合には１００分の１１０以上１００分の１２１．５」を「１００

分の１１２．５以上１００分の１２４」に、「１００分の１３１以上１００分の    

１４５．５未満）、１２月に支給する場合には１００分の１１５以上１００分の    

１２６．５未満（特定幹部職員にあっては、１００分の１３６以上１００分の１５０．５」

を「１００分の１３３．５以上１００分の１４８」に改め、同項第３号中「６月に支給す

る場合には１００分の１０２．５」を「１００分の１０５」に、「１００分の     

１２２．５）、１２月に支給する場合には１００分の１０７．５（特定幹部職員にあって

は、１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、同項第４号中「６月に支給

する場合には１００分の９０」を「１００分の９２．５」に、「１００分の１０９以下）、

１２月に支給する場合には１００分の９５以下（特定幹部職員にあっては、１００分の 

１１４」を「１００分の１１１．５」に改める。 

第１５条の９第１項第１号中「６月に支給する場合には１００分の５１．５」を  

「１００分の５２．７５」に、「１００分の６１．５以上）、１２月に支給する場合には

１００分の５４以上（特定幹部職員にあっては、１００分の６４」を「１００分の   

６２．７５」に改め、同項第２号中「６月に支給する場合には１００分の５０」を  

「１００分の５１．２５」に、「１００分の６０）、１２月に支給する場合には１００分



の５２．５（特定幹部職員にあっては、１００分の６２．５」を「１００分の６１．２５」

に改め、同項第３号中「６月に支給する場合には１００分の４６」を「１００分の   

４７．２５」に、「１００分の５６以下）、１２月に支給する場合には１００分の   

４８．５以下（特定幹部職員にあっては、１００分の５８．５」を「１００分の    

５７．２５」に改める。 

第１９条中「会計年度任用職員勤務実績報告書（時給）（第１号様式）又は会計年度任

用職員勤務実績報告書（日々雇用）（第２号様式）（別表第５の職務の欄に定める会計年

度任用職員にあっては、市長が別に定める様式）により」を「、１給与期間終了後」に改

め、「を経て任命権者」を削る。 

別表第３の６級の項中「統括学芸員」の次に「、統括栄養士長」を加え、同表７級の項

中「参事を除く。）」の次に「、副所長（５級及び６級の項に掲げる副所長を除く。）」

を加える。 

別表第４を次のように改める。 

別表第４（第１８条関係） 

職務の級 職の分類 報酬月額 

一般行政職 １級 事務職 １級 １８３，５００円 

２級 １８８，０００円 

３級 ２０１，０００円 

４級 ２２０，０００円 

技術職 １級 １８５，８００円 

２級 １９４，５００円 

３級 ２２０，０００円 

保育職 １級 １８８，０００円 

２級 ２０１，０００円 

相談・指導職 １級 ２１３，６００円 

２級 事務職 ５級 ２４４，８００円 

技術職 ４級 ２３０，０００円 

５級 ２３７，５００円 

６級 ２５７，４００円 

保育職 ３級 ２３０，０００円 

相談・指導職 ２級 ２３０，０００円 



 ３級 ２３７，５００円 

４級 ２６１，３００円 

３級 施設の長等 １級 ２６５，３００円 

２級 ２７３，３００円 

３級 ２９２，４００円 

技能労務職 １級 技能労務職 １級 １８５，７００円 

２級 １８９，１００円 

３級 ２１８，８００円 

別表第５外国語指導助手の項中「３５０，０００円」を「３６０，０００円」に改め、

同表国際交流員の項中「３２５，０００円」を「３６０，０００円」に改める。 

第１号様式及び第２号様式を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条及び次項の規定 公布の日 

⑵ 第２条及び附則第３項の規定 令和７年４月１日 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和６年４月

１日から適用する。 

 （令和１０年３月３１日までの間における地域手当に関する経過措置） 

３ 令和１０年３月３１日までの間における第２条の規定による改正後の一般職の職員の給

与に関する規則第５条の規定の適用については、同条第１項中「及び長野市」とあるのは、

「、長野市及び新潟市」と、同条第２項中「１００分の４」とあるのは、「１００分の３

と、新潟市にあっては１００分の２」とする。 


